
別表第１ 

 在勤基本手当（月額）表 

在勤地 

号            別 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 ９号 

ワシントン 591,400 554,400 492,800 431,200 369,600 320,300 295,700 271,000 246,400 

ヒューストン 557,100 522,200 464,200 406,200 348,200 301,800 278,600 255,400 232,200 

パリ 472,600 443,000 393,800 344,600 295,400 256,000 236,300 216,600 197,000 

バンコク 455,700 427,200 379,800 332,300 284,800 246,900 227,800 208,900 189,900 

モスクワ 605,800 570,400 511,400 452,500 393,600 346,400 322,900 299,300 275,800 

 

別表第２ 

 在勤基本手当及び住居手当の号の適用表 

号   別 適 用 の 基 準 

（一般職本給表適用者） 在勤基本手当 住居手当 

1 1 本給が７級１３号給以上の者 

2 2  本給が６級１７号給以上の者 

3 3  本給が５級１７号給以上の者 

4 4  本給が５級 ５号給以上の者 

5 4  本給が４級 ９号給以上の者 

6 5  本給が３級１３号給以上の者 

7 5  本給が３級 ５号給以上の者 

8 5  本給が２級１４号給以上の者 

9 5  本給が２級１０号給以上の者  

 
別表第３ 

 住居手当（月額）に係る控除率及び限度額表 

 

在 勤 地 控除率 

限     度     額 

単  位 
号       別 

１号 ２号 ３号 ４号 ５号 

ワシントン 11.4% アメリカ合衆国・ドル 3,426 3,030 2,635 2,372 2,372 

ヒューストン 16.2% アメリカ合衆国・ドル 2,415 2,136 1,858 1,672 1,486 

パリ 14.4% ユーロ 2,659 2,353 2,046 1,841 1,637 

バンコク 14.6% タイ・バーツ 96,515 85,378 74,242 66,818 59,394 

モスクワ 6.8% アメリカ合衆国・ドル 5,731 5,070 4,409 3,968 3,527 


